


発令状況は「安心・安全メール及び城陽市
公式LINE」で受信できます！

■消防本部への届出について
たき火等、火災とまぎらわしい煙を発する行

為をする場合は、実施する日の前日までに消防
本部への届出が必要です。
ただし、消防本部は届出により、たき火（焼

却行為）を許可しているわけではありません！

たき火（焼却行為）は原則禁止されています。

安心・安全メール登録用 市公式LINE登録用
右下の「受信設定」⇒
「受信する情報」⇒「防
災・防犯情報（安心・安
全メール）をチェック」お問い合わせは城陽市消防本部 予防課まで 0774-54-0115

火災注意報・火災警報の発令のしくみ

火の使用制限・注意事項


